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登録団体の皆さんへ  野田市市民活動支援センター 

市民活動つうしん 
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第 5８号 

令和８年３月３１日 

野田市には数多くの市民活動団体があります。今号では支援センターへの登録年数がまだ新しい

団体のなかから、子ども食堂を実施している「おやこ食堂 はぐ」の吉岡さんと人形劇に取り組ん

でいる「劇団ほしのふね」の三木さんにお話を伺いました。 

 

 

《劇団ほしのふね》 

始まり・きっかけ                

劇団メンバーは元々大学の人形劇の部活動の仲間

でした。「卒業後も劇を続けたい」というその気持ちか

ら平成２９年 4月に結成されたチームです。 

「劇団ほしのふね」という名前は、見えにくいけど

必ずそこにある思い出を星として、それを運ぶ自分た

ちを船に例えて「心にふと残る思い出、体験を運ぶ劇

団でありたい」と考えたことに由来しています。 

活動の内容                    

人形劇の制作活動、公演に取り組んでいます。 

制作は人形から劇の内容すべてメンバーで考えて作っ

ています。公演場所は関東圏内（主に千葉、埼玉、東

京）を中心に児童館や図書館など子どもたちの集まる

場所で実施しています。 

今後の課題や展望など              

課題は、劇団メンバーが住んでいる場所も仕事もバ

ラバラなので練習や制作活動の時間が追いつかず、新

作を作るペースと公演が追いつかないことです。 

人形劇＝子どもが観るものだと思っている方もたく

さんいると思いますが、大人にも「刺さる」人形劇を

作りたいと思っています。 

また、いつかは人形劇の 

祭典である長野県飯田市の 

飯田人形劇フェスティバルへ 

「ほしのふね」として出演し 

たいです。 

 

 
≪劇団ほしのふね≫ 

連絡先 staboat.gekidan@gmail.com 

HP https://star-boatweb.jimdosite.com/ 

始まり・きっかけ                

地域の中で親子が安心して集まり気軽にごはんを

囲める場所をつくりたい、子育て中の孤立を防ぎ、

栄養のある食事を届けたいという思いから「おやこ

食堂 はぐ」を令和４年４月に立ち上げました。 

活動の内容                     

市内では平日昼食のこども食堂を開催していると

ころが少ないことから、毎月第２金曜日 11 時 30

分～12時 30分、南部梅郷公民館調理室で手作り

のお弁当を配布しています。利用者からは「普段食

べない野菜もお弁当に入っていたら食べてくれた」

「１食でも食事を作る手間が省けて心の余裕ができ

た」といった声もあり、 

保護者やこどもの笑顔が 

見られることが活動のや 

りがいになっています。 

 

今後の課題や展望など               

現在、親子で４０食のお弁当提供ですが、栄養の 

ある食事をもっと多くの人に提供したいと思います。 

さらに、今後はお弁当の提供だけでなくその場で 

食べられる場所づくりにも取り組みたいと思います。 

親子がほっとできる場所、誰でも気軽に寄れる居 

場所をつくり多くの親子に利用してもらいたいです。 

《おやこ食堂 はぐ》 

≪おやこ食堂 はぐ≫ 

連絡先 oyakohagu@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2 月にメールまたは郵送でご案内しました通り、

登録団体の負担軽減及び職員の事務効率化のため、

これまで毎年度お願いしていた市民活動支援センタ

ーの団体登録更新手続が 3 年に 1度の更新に変更

になりました。 

《登録更新手続》 

3 年に 1 度「登録更新申請書」を提出 

《登録情報の変更》 

登録している情報に変更が出た場合は随時「登録

事項変更申出書」を提出 

《令和 7 年度登録団体の登録有効期限》 

令和 10 年 3月 31 日 ※令和 7 年度を初年度とします 

    

 

 

市民活動災害補償保険をご存知ですか？ 

 

団体登録の更新手続の変更について 

市民団体が、構成員全員を対象として毎年計画的

に実施している行事について、市が保険料を負担

し、行事の実施時に行事の主催者(構成員を含む)が

負傷を負った場合に補償しようとする保険です。令

和 7 年 4 月 1日から制度が変わり、非常に使いや

すくなりました。 

 詳しくは市のホームページをご覧 

いただくか、市民生活課へお問合せ 

ください。 

 

平成 28 年 4月からセンター長、主任コーディネ 

ーターとして勤務してきましたが、令和８年３月 

３１日をもちまして退任することになりました。 

この間１０年の永きにわたり登録団体の皆様には 

センター主催の市民活動元気アップふぇすたの開催

など各種事業にご理解、ご協力をいただきまして 

心から感謝申し上げます。 

これからは健康に留意し引き続きあお 

いそら運動による子ども達の健全育成や 

新たにまちづくりのＮＰＯ法人の立ち上 

げを進めていきたいと思います。 

最後に、登録団体の皆様のご活躍と 

ご健勝をお祈り申し上げます。 

主任コーディネーター 釜田正雄 

退任挨拶 

 
 

第７回こまめカフェ開催報告 
「新たに活躍できる場所みつけませんか？」 

３月８日（日）総合福祉会館３階第３会議室にて

支援センター登録の６団体と１６名の参加者で和や

かに開催されました。 

参加団体の『演芸出前「仕出し屋」』『おもちゃ

病院野田』『NPO 法人未来塾』『野田男声合唱

団』『野田文化研究会人形劇みぃみ』『野田マジッ

ククラブ』から活動内容紹介などを楽しくお話いた

だきました。参加者が直接体験を聞く姿や団体間で

交流する姿を見ることが出来ま 

した。            

参加者から「地域活動にどの様  

に関われるか考えていきたい」  

との意見がありました。     

 

ホームページに 

イベント情報が掲載できます 
 

 

 

●市民活動支援センターのホームページに掲載 

 登録団体のイベント情報を市民活動支援センター

のホームページに掲載できます。チラシのデータ

等があれば掲載できますので気軽にご相談くださ

い。 

●市のイベントカレンダーにも掲載 

 野田市または野田市教育委員会の後援行事は市民

活動支援センターのホームページだけでなく、市

のイベントカレンダーにも掲載できます。 

 

第６０回運営協議会報告 
第６０回市民活動支援センター運営協議会は、 

１月２９日に開催され、次のとおり１件の議案と 

1 件の協議事項が承認されました。 

詳しくは野田市のホームページをご覧ください。 

（１）議案 

１）令和８年度市民活動支援センター 

の事業計画(案) 

 （２）協議事項 

１）令和７年度の活動報告、活動計画 

及び令和８年度以降に向けて  

① 開催結果報告 助成金学習会等 

② 開催企画（案）第７回こまめカフェ 

●おもいやり循環 LABO 

●こどもほっとルーム はるひ 

市民活動支援センターに新規登録された団体です。 

団体情報は市民活動支援センターのホームページを 

ご覧ください。 

 

新規登録団体のご紹介 
   

― 編集・発行 ― 

野田市市民活動支援センター 
職員・コーディネーター在室時間 

月～金 8:30～16:00 (祝日・年末年始を除く) 
〒 278-0003 野田市鶴奉 5-1 

  総合福祉会館 3 階 
TEL 04-7197-1543 
FAX 04-7197-1643 

 

    


